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凡例

■断面計画について

〇周辺住宅地や広場への圧迫感の低減について
・西棟の北側及び西側、東１期棟の南側は、日影の影響や圧迫感等を考慮し、４階以上の建物を後退させ、周辺の住宅地に配慮します。
・西３期棟の西側は、日影の影響や圧迫感等を考慮し、３階以上の建物を後退させ、周辺の住宅地に配慮します。
・高層部分（10階建て）を設けることで、広場に面した建物ボリュームを東西5階に抑え、広場への圧迫感を極力抑えた計画とします。
・広場側はすり鉢状の断面形状となり、青空を感じやすい計画とします。

〇広場と連続するピロティ空間
・広場へと連続するピロティ空間を踏襲し、東西棟にピロティを設け、東側だけでなく、敷地西側からも直接広場へアクセスできる計
画とします。

〇施設機能の断面構成
  ・1～2階の低層階に、区民交流機能やレストラン、総合支所等を配置し、来庁者が訪れやすく利用しやすい計画とします。
  ・７～10階の高層部分には、議会部門を配置し、独立性とセキュリティを確保します。

※基準階高：約3.8m



■構造計画概要

■地盤調査概要

○基本方針
・本庁舎は、免震構造の採用により、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（国土交通省）による構造体の
　耐震安全性の分類をⅠ類とします。
・災害発生時においては、人命の安全確保や収容物の保全だけでなく、災害活動拠点として求められる機能を十分
　に発揮できる構造性能を確保します。
・安全性とフレキシビリティを兼ね備えた、将来にわたって使いやすい庁舎建築とします。
・執務フロアの梁せいを抑えて天井高さを確保し、視認性の高い内部空間の実現に寄与します。
・上部構造の設計においては、各荷重に対して部材の強度、耐久性、耐火性を確保するとともに、居住性に配慮し 、
　常時の歩行、機械等の運転および稀に発生する強風に対して建物に過大な振動や変形が生じない構造体とします 。
・免震の構造方式は柱頭免震構造を採用し、免震装置を設ける位置は地下1階の柱頭部（一部地下2階）とします。
・様々な特性の免震装置を適切に組み合わせ、中小地震から大地震まで高い免震効果を実現します。
・免震装置の交換や地震後の残留変形の復元が可能な構造とします。
・地上階の地盤と接する部分には、地震時における建物の変位に備えて適切なクリアランスを確保し、免震エキス
　パンションジョイントを設置します。
・免震設計においては、建設地における地震環境を把握し、既往波、告示波と合わせて模擬地震動（サイト波）を
　作成し、時刻歴応答解析をおこない地震に対する安全性を確認します。
　※時刻歴応答解析：建物を質量とばねでモデル化し、時間とともに変化する地震動の加速度記録を外力として与え
　建物の挙動を解析する方法。
・免震建物について性能評価を受け、国土交通大臣認定を取得します。構造設計に用いる基準は、現行法規や関連
　告示に準拠します。
・使用材料は構造体の各部位に適した特性や強度の材料を採用します。
・基礎構造は直接基礎を想定します。基礎の設計においては、地盤調査の結果をふまえて詳細検討をおこない、沈下
　等の障害を生じることなく上部構造を確実に支持し、かつ耐久性、経済性のバランスの取れた計画とします。

○建物概要
・建物規模：【西棟】地上5階　地下2階　塔屋1階　【東棟】地上10階　地下2階　塔屋1階
　　　　　　※免震構造（柱頭免震）のため、時刻歴応答解析をおこない、国土交通大臣の認定を取得します。
・構造種別：下部構造　鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
　　　　　　上部構造　鉄骨造
・構造形式：下部構造　耐震壁付きラーメン構造
　　　　　　上部構造　ラーメン構造
・基礎形式：直接基礎

本庁舎は、大規模地震発生直後から速やかに災害対策本部等としての機能を担うことから、人命の安全確保に
加えて十分な機能確保が図られるものとします。構造形式は免震構造とし、建物の構造体や内外装材、設備機器類
の損傷を最小限に留めて災害時における事業継続性を確保する計画とします。

○耐震安全性の目標
・本庁舎の地震時における耐震安全性は、災害時の活動拠点となる施設であることから、大地震後も構造体を補修する
　ことなく継続使用できることを目標とし、人命の安全確保はもちろんのこと、十分な機能確保を図るものとします。
・免震構造により、国土交通省が定めた「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」における耐震安全性の分類をⅠ類と
　し、建築基準法で求められる一般建物の耐震レベルに対して1.5倍の耐震性能を確保することを目標とします。

耐震安全性の分類

本庁舎の構造設計に必要な地盤特性を把握するために、建設地の敷地内にて9箇所のボーリング調査を実施しました。

○調査結果概要
・調査では、いずれも表層に盛土があり、地表面から10m付近に比較的N値の高い礫質土層が確認されています。
・ただし一部の調査結果から、想定基礎底付近にN値のばらつきが見られるため、今後詳細な検討を（現況地盤　 
     -11.5m）付近にN値のばらつきが見られるため、今後詳細な検討をおこない支持地盤を設定します。
・地盤種別は、卓越周期（地盤の固有周期）が0.18～0.19秒付近であることから第1種地盤相当と確認できますが、
    地盤の土層構成等、総合的に判断して第2種地盤と評価します。 
・東京の液状化予測図（東京都土木技術支援・人材育成センター）によれば、建設地周辺部は「液状化の可能性が低 
    い地域」に区分されており、洪積層の土質構成であることから、液状化の生じる可能性は低いと考えられます。
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